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公安委員会規則■

群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和３年１０月８日

群馬県公安委員会委員長 町 田 錦一郎

群馬県公安委員会規則第１２号

群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則の一部を改正する規則

群馬県警察の組織及び警察職員の配置定数に関する規則（平成１１年群馬県公安委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。

第６０条第２項中「警視」の次に「又は一般職員」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111

令和３年１０月８日（金） 群 馬 県 報 号 外 （第２号）


	　目　　次
	　公安委員会規則　

